
利用の流れ（民間企業勤務・職場介助）
【関係者】
・利用者
・企業
・指定重度訪問介護事業者
・指定特定相談支援事業者 等

【必要に応じて協力】
・新潟市障がい者就業支援センター
・障害者就業・生活支援センター

※利用を検討の際は、下記の利用申請先
に事前にご相談ください。

【利用申請先】
・利用者の居住する区の
区役所健康福祉課障がい福祉係

利用決定→利用者証の交付

【利用決定の有効期間】
・利用開始日から直近の３月末日まで



利用の流れ（民間企業勤務・通勤援助）
【関係者】
・利用者
・企業
・指定重度訪問介護事業者
・指定特定相談支援事業者 等

【必要に応じて協力】
・新潟市障がい者就業支援センター
・障害者就業・生活支援センター

※利用を検討の際は、下記の利用申請先
に事前にご相談ください

【利用申請先】
・利用者の居住する区の
区役所健康福祉課障がい福祉係

利用決定→利用者証の交付

【利用決定の有効期間】
・利用開始日から直近の３月末日まで
※通勤援助については，各年度３か月は
本事業の対象範囲外



利用の流れ（自営業者等の方）

【関係者】
・利用者
・指定重度訪問介護事業者
・指定特定相談支援事業者 等

※利用を検討の際は、下記の利用申請先
に事前にご相談ください

【利用申請先】
・利用者の居住する区の
区役所健康福祉課障がい福祉係

【利用決定の有効期間】
・利用開始日から直近の３月末日まで

利用決定→利用者証の交付


